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 2019
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 2019
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 当社は、

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、

年３月

期報告書

 

 株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

げます。

位 

2019

当社は、2019

条の 15 の２第

局から受けましたので

対象となる四半期報告書

第 73 期（2019

延長前の提出期限

2019 年２月 14

延長後の提出期限

2019 年３月 14

今後の見通し

当社は、2019

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、

月 14 日までに

期報告書の提出を完了させる予定であります

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

げます。 

2019 年３月期

2019 年２月 13

の２第４項に規定する

受けましたので、お知らせいたします。

対象となる四半期報告書

2019 年３月期）第３四半期報告書（自

延長前の提出期限 

14 日 

の提出期限 

14 日 

今後の見通し 

2019 年２月 12 日

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、

日までに、2019 年３月期第３四半期決算短信

を完了させる予定であります

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

年３月期第３四半期報告書

に係る

13 日付で、以下のとお

項に規定する四半期報

お知らせいたします。

対象となる四半期報告書 

年３月期）第３四半期報告書（自

日付で公表した

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、

年３月期第３四半期決算短信

を完了させる予定であります

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

会 社

代表者名

問合せ先

 

第３四半期報告書

係る承認のお知らせ

、以下のとおり、企業内容等の開示に関する内閣府令第

四半期報告書の提出期限延長

お知らせいたします。 

記 

年３月期）第３四半期報告書（自 2018

で公表した「2019 年３月期第３四半期報告書の提出期限延

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、

年３月期第３四半期決算短信

を完了させる予定であります。 

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

会 社 名 住 友 精 密 工 業 株 式 会

代表者名 代表取締役社長

(コード番号

問合せ先 執 行 役 員

第３四半期報告書の提出期限延長

お知らせ 

り、企業内容等の開示に関する内閣府令第

の提出期限延長

2018 年 10 月１日

年３月期第３四半期報告書の提出期限延

長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、延長後の提出期限であります

年３月期第３四半期決算短信の開示

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

2019

住 友 精 密 工 業 株 式 会

代表取締役社長

コード番号 6355

執 行 役 員

(TEL 

期限延長申請

り、企業内容等の開示に関する内閣府令第

の提出期限延長申請に係る

月１日 2018

年３月期第３四半期報告書の提出期限延

延長後の提出期限であります

及び 2019 年３月期第３

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

2019 年２月

住 友 精 密 工 業 株 式 会

代表取締役社長 田岡良

6355 東証第一部

執 行 役 員  石 丸 正

(TEL 06-6489-5816

申請 

り、企業内容等の開示に関する内閣府令第

係る承認を関東財務

2018 年 12 月 31

年３月期第３四半期報告書の提出期限延

延長後の提出期限であります

年３月期第３

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

以

 

月 13 日 

住 友 精 密 工 業 株 式 会 社 

田岡良夫 

東証第一部) 

石 丸 正 吾 

5816) 

り、企業内容等の開示に関する内閣府令第

関東財務

31 日） 

年３月期第３四半期報告書の提出期限延

延長後の提出期限であります 2019

年３月期第３四半

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上

以 上 


